
改修機械設備工事特記仕様書
第１編 一般共通事項 ０６．給水管 第４節　勾配、吊り及び支持

01.特記仕様書各章の取扱い及び適用項目の取り扱い 第１章 一般事項 ａ．上水(屋内) ※ 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管( ※ VA ・ VB ・ VD　） ０１．一般事項（2.4.1）

ａ．本特記仕様書と共に「共通特記仕様書」を適用する。 ・ 水道用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　（継手：　 ） ａ． ※ 配管支持要領は標準図による。

ｂ．各章は章名の右側に「本章は本工事に適用せず」と明記されていない限り適用する。 第１節　総則 　　　　　(屋外) ・ 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VD） ※ 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ・ 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 ０２．勾配（2.4.2）

ｃ．各節は節名の右側に「本節は本工事に適用せず」と明記されていない限り適用する。 ００．一般事項 ｂ．中水(屋内) ・ 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管( ・ VA ・ VB ・ VD　） ａ．屋内横走り排水管

ｄ．節中の番号「01.」は番号の左側に×印が明記されていない限り適用する。 ａ．一般共通事項は本編記載以外は特記仕様書（共通編）による。 ・ 水道用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　（継手：　 ） 1）65A以下 ※ 最小1/50 2）75A,100A ・ 最小1/100

ｅ．番号「01.」は番号の左側に×印が明記されていない限り適用する。 ０１．仕様書の適用 　　　　　(屋外) ・ 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VD） ・ 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ・ 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 3）125A ・ 最小1/150 4）150A以上 ・ 最小1/200

ｆ．ａ．ｂ．ｃ．／1）／：印は事項を表わし、事項中の項目は全て適用し「×」印又は「・」は適用しない。 ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（平成22年版） ０７．給湯管 ｂ．蒸気給気管

ｇ. 各節及び番号に記載の（　）内の表示番号は標準仕様書の項目、表、図を示す。 ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（平成22年版） ａ．屋内 ※ 銅及び銅合金継目無管 ・ 保温付被覆銅管 ・ 水道用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 1）先下り ・ 1/250 2）先上り ・ 1/80

ｈ．品質性能上、製造所名を記入する場合は｢株式会社｣等の記載は省略する。（　）内は製品名を示す。 ・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書」（機械設備工事編）（平成22年版） ・ 水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 ｃ．蒸気還管

ｉ．特記仕様書中に示す数字の単位は数字の後に特記がない限り「ｍｍ（ミリ）」とする。 ０２．機材の仕様 ０８．消火管 1）先下り ・ 1/200～1/300

※ 公共建築工事標準仕様 ・ メーカー標準仕様 ａ．屋内 ※ 配管用炭素鋼管（白管） ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（白管）Sch40 ０３．吊り及び支持（2.4.3）

０章：工事概要 × ０３．機材の検査等 ｂ．屋外 ・ 消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管 ・ 消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆鋼管 ａ．横走管の吊り及び振止支持間隔は表2.2.20、立て管の固定及び振れ止め箇所は表2.2.21による。

ａ．工場立会検査 ・ 不要 ・ 要（対象機器：　　　　　　　　　　　） ０９．排水管 ｂ．多湿個所の支持金物はSUS製とする。

０１．工事種目 ０４．機材の検査に伴う試験 ａ．汚水　（屋内） ※ 配管用炭素鋼鋼管（白） ・ 排水用鋳鉄管 ・ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 （範囲： ・ 浴室 ・ 厨房内 ・ プール ※ ピット内 ・ 　　　　　　　　　　）

ａ．空調 ※ 熱源機器設備 ａ．機材の検査に伴う試験（1.4.6）標準仕様書による。 ・ 排水用ﾘｻｲｸﾙ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ・ 排水通気用鉛管 ・ 耐火二層管 第５節　埋設配管

※ 空気調和機設備 ０５．完成時の提出図等 　　　　　　（屋外） ※ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ・ 排水用ﾘｻｲｸﾙ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ０１．一般事項（2.5.1）

※ ダクト設備 ａ．完成時の提出図書（竣工引渡し後、1ヶ月以内に提出すること） ・ ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管 ａ．埋設給水本管　分岐・曲り部等の衝撃防護装置 ・ 図示による

※ 配管設備 ※ 特記仕様書（共通編）によるもの。 ・ 設計計算書（最終的な仕様により修正のうえ提出すること（データ共））。 ｂ．雑排水（屋内） ※ 配管用炭素鋼管（白管） ・ 排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 ・ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｂ．地中埋設表 ・ 図示による

※ 換気設備 ※ 機器取扱い説明書、保守管理要領書 ・ 長期修繕計画書 ・ 排水通気用鉛管 ・ ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管 ・ 耐火二層管 ０２．埋設深さ（2.5.2）

・ 排煙設備 ０６．案内板 　　　　　 （屋外） ※ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ・ 排水用ﾘｻｲｸﾙ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ａ．管の地中埋設深さ

※ 自動制御設備 ａ．機器等の取扱方法及び重要な定期点検項目を書いたアクリル樹脂製の案内板を機械室に設置する。 ・ ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管 1）一般部 ・ 管上端から300mm以上 ・ 図示による

※ 撤去工事 1）サイズ 約　0.5　㎡ １０．通気管 2）車道 ・ 管上端から600mm以上 ・ 図示による

2）箇所数 ・ 空調×1、衛生×1 ※ 特記　（ 　　熱源機械室　　　　　　　　） ａ．屋内 ※ 配管用炭素鋼管（白管） ・ 排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 3）凍結深度 ・ mm

ｂ．衛生 ※ 給水設備 ０７．仕様変更 ・ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ・ 排水用ﾘｻｲｸﾙ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 第６節　貫通部の処理

※ 給湯設備 ａ．機器類の選定に伴う動力等の仕様変更は他の請負工事者との調整を行い、請負者の責任において行う。 ・ ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管 ・ 耐火二層管 ０１．一般事項（2.6.1）

※ 排水設備 ０８．費用負担 配管付属品 ａ． 防火区画等を配管が貫通する場合は、国土交通省が定める工法又は国土交通大臣が認定した工法とし認定証

※ 衛生器具設備 ａ．本仕様書及び図面に記載がなくても当然必要と思われるものは、請負者の負担で施工しなければならない。 ０１．一般用弁及び栓 の写しを監理者に提出する。

※ 消火設備 × ０９．実験・シミュレーション ａ．一般用弁及び栓の規格は表2.2.10によるものとし、用途による種別は下記とする。 第７節　試験

・ ガス設備 ａ．下記の実験又はシミュレーションを行い、報告書を提出すること。 1）冷温水管 ※ 青銅弁(50A以下) ※ ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ｱﾙﾐ65A以上) ・ 鋳鉄弁(50A以下) ０１．一般事項（2.7.1）

・ 浄化槽設備 1）特記 2）冷却水管 ・ 青銅弁(50A以下) ※ ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ｱﾙﾐ65A以上) ・ 給水用管端防食弁 ａ．試験は、配管途中若しくは隠蔽、埋め戻し前に又は配管完了後の塗装又は被覆施工前に行なう。

※ 撤去工事 3）蒸気管(給気管) ・ 鋳鉄弁

０２．設備方式 １０．引渡後の運転調整・運転指導 4）蒸気管(還管) ・ 鋳鉄弁 ・ 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼弁 第３章　保温・塗装及び防錆工事
ａ．空調換気設備 ａ．竣工引渡し後、夏、冬の各１回シーズンインの調整と運転の指導を行うこと。 5）油管 ※ 鋳鉄弁 第１節　保温工事

1）熱源方式 ※ 冷温水発生器・空冷チラー １１．エネルギー消費量調査 6）給水管　上水（屋内） ※ 給水用管端防食ﾗｲﾆﾝｸﾞ弁 ・ 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼弁 ０１．一般事項（3.1.1）

2）空調方式 ※ 空調機（単一ダクト）・パッケージ型エアコン ａ．竣工後のエネルギー消費量を調査し、報告書を１年検査及び２年検査時に提出すること。 7）給水管　上水（屋外） ※ 給水用管端防食ﾗｲﾆﾝｸﾞ弁 ・ 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼弁 ａ．適用する仕様 ※ 公共建築工事標準仕様 ・ 空気調和衛生工学会仕様

3）換気方式 ※ 第一種・第三種 調査期間 ・ １年間 ・ ２年間） 8）給水管　中水（屋内） ・ 給水用管端防食ﾗｲﾆﾝｸﾞ弁 ・ 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼弁 ・ 保温保冷協会 ・ 図示による

4）排煙方式 ・ 自然排煙 ・ 機械排煙 調査項目 ・ 電気使用量 ・ 水使用量 ・ ガス使用量 ・ 　　　　　　　　　　） 9）給水管　中水（屋外） ・ 給水用管端防食ﾗｲﾆﾝｸﾞ弁 ・ 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼弁 ０２．材料（3.1.2）

5）自動制御方式 ※ 電子式 × １２. 躯体等に係る設備工事について 10）給湯管 ※ 給湯用管端防食弁(50Ａ以下) ・ 鋳鉄弁(65Ａ以上) ａ．合成樹脂製指示受　下記の配管の支持部には合成樹脂製指示受を使用する。

ａ．スリーブ及び機器・器具・配管等の取付等にあたっては、別紙「設備工事に伴う構造規準」によること。 ・ 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼弁 ※ 冷水(冷温水) ・ 温水

ｂ．給排水衛生設備 × １３. 建築設備の耐震性等について　(設計が該当する場合※、該当しない場合 ・) 11）消火管（屋内） ・ 青銅弁(50A以下) ・ 鋳鉄弁(65A以上) ０３．施工

1）給水方式 ※ 高架水槽方式 ・ 加圧給水方式 ・ 水道直結方式 ・ 増圧給水方式 建築基準法施工令第129条の2の4の事項について、建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして、 12）消火管（屋外） ・ 青銅弁(50A以下) ・ 鋳鉄弁(65A以上) ａ．見本 ※ 施工着手前にサンプルを作成する ・ 不要

・ 計画給水量 m
3
/日　（ ・ 上水 m

3
/日 ・ 中水 m

3
/日） 以下の構造方法による。尚、支持構造部等の計算は「建築設備耐震設計・施工指針　2005年版」による。 13）排水管（ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ） ・ 青銅弁(50A以下) ・ 鋳鉄弁(65A以上) ０４．空気調和設備工事の保温（3.1.3）

2）給湯方式 ・ 局所給湯方式 ※ 中央給湯方式 ※ 建築設備(昇降機を除く。)、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないものとすること。 ・ 65Ａ以上はフランジタイプとする ・ 給水管は接水部が鋳鉄の場合、ライニング弁とする ａ．共同溝の保温種別 ・ 図示による

3）排水方式 ・ 公共下水道 ※ 屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造部又は建築物の構造耐力上主要な部分 ｂ．消火用の弁は消防法令に適合したものとする。 ｂ．冷媒管の保温外装 ・ 保温化粧ケース ※ ＳＵＳラッキング ・ 図示による

※ 建物内排水 　　（ ・ 合流 ※ 分流） に、支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、緊結すること。 × ０２．伸縮管継手 ｃ．氷蓄熱等の冷水管の保温 ・ 図示による

・ 雨水流出抑制 　　（ ・ 有 ・ 無 ） ※ 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は下記による。 ・ 鋼管用 ・ ベローズ形（ ・ SUS304L ・ SUS316L） ・ スリーブ形 ｄ．表2.3.2の注記9～11に示すダクト、機器及び管等 ・ 保温なし ・ 保温を行なう　（図示による）

※ 浄化槽 人槽 m
3
/日 ※ 1.風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。 ・ 銅管用 ・ ベローズ形（ ・ SUS304L ・ SUS316L） e．ダクトの保温範囲

4）消火方式 ・ 屋内消火栓 ※ スプリンクラー ・ 水噴霧消火 ・ 泡消火 ※ 2.建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な管の損傷 ・ 種類は機器表等による 1）給気ダクト ※ 要（範囲： 全て ） ・ 不要

・ 不燃性ガス消火 ・ 粉末消火 ・ 屋外消火栓 ・ 連結散水 　防止のための措置を講ずること。 × ０３．絶縁継手 2）還気ダクト ・ 要（範囲： 非空調室の天井内 ） ※ 不要

・ 連結送水管 ・ フード消火 ※ 消火器 ※ 3.管の伸縮その他変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は可 継手を設ける ａ．設置箇所及び仕様 　特記（ 　　　　　　　　　　） 3）外気ダクト ※ 要（範囲： 外壁貫通部より屋内側2ｍまで ） ・ 不要

5）ガス方式 ・ 都市ガス ※ プロパンガス 　等有効な損傷防止のための措置を設けること。 × ０４．量水器 4）排気ダクト ※ 要（範囲： 外壁貫通部より屋内側2ｍまで ） ・ 不要

※ 4.管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の震動及び ａ．形式 ０５．給排水衛生設備工事の保温（3.1.3）

０３．設計条件 　衝撃の緩和のための措置を講ずること。 給水装置 ・ 計量法(H4.法律第51号)に定める検定合格品で、水道事業者の承認したもの ａ．共同溝の保温種別 ・ 図示による

a．温湿度条件 ※ 建築基準法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するもの 呼称13 ・ 単箱型接線流羽根車式(乾式直読) ・ 特記（図示） ｂ．消火配管 ・ 保温なし ・ 保温を行なう　（範囲： 　　　　　　　　　　）

外気条件 屋内条件 にあっては、建設省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全なものとす 呼称20～40 ・ 複箱型接線流羽根車式(乾式直読)　脈動水量指針逆転式 ・ 特記（図示） ｃ．鋼板製タンク ・ 保温なし ・ 保温を行なう　（図示による）

ること。 呼称50以上 ・ 湿式たて型軸流羽根車式（液封直読） ・ 特記（図示） ｄ．表2.3.5の注記5及び6に示す管等及び機器 ・ 保温なし ・ 保温を行なう　（図示による）

温　度 湿　度 温　度 湿　度 温　度 湿　度 温　度 湿　度 × ０５．ボールタップ ０６．保温材の厚さ（3.1.3）

第２編 共通工事 ａ．給水装置に使用する場合、水道事業者の承認したものとする。 ａ．保温材の厚さは標準仕様書による。

第１章 一般事項 × ０６．定水位調整弁 ｂ．寒冷地の保温厚さ ・ 図示による

ａ．給水装置に使用する場合、水道事業者の承認したものとする。 第２節　塗装及び防錆工事

ｂ．室内騒音基準 第１節　規格等 × ０７．緊急遮断弁装置 ０１．塗装（3.2.1）

０１．規格 ａ．駆動装置 ・ 電気式 ・ 機械式 ａ．塗装は塗装（3.1.2）によるほか、標準仕様書（建築工事編）18章「塗装工事」による。

ａ．規格は（1.1.1）引用規格、（1.1.2）材料・機材等の呼称及び規格　による。 × ０８．スリーブ ｂ．屋内に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。

なお、これに拠る事が困難な場合、資料を監理者に提出し、承諾を得る。 ａ．外壁の地中部分等で水密を要する部分 ・ つば付鋼管 ・ 特記（図示） ｃ．下記の保温を施さない亜鉛めっきを施した露出ダクト及び露出配管は塗装を行わない。

０４．耐震安全性の分類 第２節　電動機及び制御盤 ｂ．外壁の地中部分等で水密を要しない部分 ・ ビニル管 ・ 特記（図示） ・ 機械室 ・ 倉庫 ・ 電気室 ・ 自家発電機室 ・ ELV機械室 ・ 屋内駐車場

ａ．「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成８年版）」による分類。 ０１．電動機（1.2.1） ｃ．柱、梁 ・ 亜鉛鉄板 ・ 鋼管（白） ・ 特記（図示）

1）建築設備 ・ 甲 ※ 乙 ａ．誘導電動機の規格 ※ 公共建築工事標準仕様 ・ 製造者標準仕様 ｄ．柱、梁以外の箇所 ・ 亜鉛鉄板 第４章　はつり及び穴開け
ｂ．誘導電動機の保護方式 ・ JIS C 4034-5 ・ 紙製（開口補強不要かつ200mm以下） ・ 特記（図示） 第１節　仮設工事

０５．耐震措置 1）屋外は全閉防まつ形とする。（IP44） ０９．シーリング材 ０１．共通事項（4.1.1）

ａ．耐震措置の計算及び施工方法は、「建築設備耐震設計・施工指針（日本建築センター）」による。 2）多湿箇所（ ・ 浴室 ・ 厨房 ・ ）は全閉防まつ形とする。（IP44） ａ．シーリング材は「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」９章６節による。 ａ．放射線透過検査等による埋設物の調査 ・ 図示による

ｂ．設備機器の設計用標準水平震度は次表による。 3）その他　（ ・ 一般室 ・ 機械室 ・ ）は防滴保護形とする。（IP22） 計器その他 ０２．穴開け及び補修（4.1.3）

ｃ．誘導電動機の始動方式 × ０１．瞬間流量計 ａ．貫通箇所、口径等 ・ 図示による

耐震安全性の分類 1）直入始動　　　　　　　（ ・ 11kW未満 ・ 図示） ａ．取付箇所は図示による。　（ ・ 固定形 ・ 着脱形　（計器は ・ 本工事 ・ 含まない）） ０３．既存基礎の解体はつり（4.1.5）

設置場所 機器種別 ・ 特定の施設 ※ 一般の施設 2）始動装置による始動（ ・ 11kW以上 ・ 図示） 第２節　配管施工の一般事項 ａ．解体基礎の仕様、養生、防水層補修、解体後の仕上補修 ・ 図示による

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器 ０２．制御及び操作盤 ０１．一般事項（2.2.1）

上層階 機器 2.0 1.5 1.5 1.0 ａ．仕様 ・ 公共建築工事標準仕様（表2.1.6～2.1.8を満たすものとする。但し表中注記は機器表による） ａ．建物導入部の変位吸収配管（排水・通気を除く）は標準図により施工するものとし、位置は図示による。 第５章　インサート及びアンカー
屋上及び塔屋 防振設置機器 2.0 2.0 2.0 1.5 ※ 製造者標準仕様 ｂ．機器接続部の金属材料と配管材料のイオン化傾向が大きく異なる場合は絶縁継手を使用し絶縁を行うものとし、設置箇所 第１節　一般事項

水槽類 2.0 1.5 1.5 1.0 ０３．インバーター盤 　　及び仕様は図示による。 ０１．共通事項（5.1.1）

機器 1.5 1.0 1.0 0.6 ａ．仕様 ・ 公共建築工事標準仕様 ※ 製造者標準仕様 ０２．冷温水、ブライン及び冷却水管(2.2.2) ａ．インサート及びアンカーの引張強度の確認試験 ・ 図示による

中間階 防振設置機器 1.5 1.5 1.5 1.0 ｂ. 制御及び操作盤 ・ 特記については機器表による ａ．空調機トラップの形式は図示による。 第２節　施工

水槽類 1.5 1.0 1.0 0.6 第３節　総合調整 ｂ．ファンコイルユニットの流量調整弁又は定流量弁の設置は機器表による。 ０１．確認試験（5.2.3）

機器 1.0 0.6 0.6 0.4 ０１．総合調整（1.3.2） × ０３．既存配管の再生を行う場合の留意事項(2.2.13) ａ．あと施工アンカーの性能確認試験、施工後確認試験 ・ 図示による

地階・1階 防振設置機器 1.0 1.0 1.0 0.6 ａ．各設備における装置全体が設計図書の意図した機能を満足させることを目的とし、次により総合調整を行なう。 ａ．調査箇所及びサンプリング個数は図示による。

水槽類 1.5 1.0 1.0 0.6 総合調整完了後に系統ごとにまとめた測定表を提出すること。 第３節　管の接合 第６章　基礎工事
測定表には測定器名、測定日時及び測定者名を記入し、測定点を示した図面を添付する。 ０１．一般事項（2.3.1） 第１節　一般事項

ｃ．重要機器は以下のものを示す。 （測定箇所等は監理者の指示による） ａ．管は直角に切断し、切り口は平滑に仕上げること。 ０１．共通事項（6.1.1）

・ 給水設備 ・ 排水装置 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ※ 風量調整 ※ 水量調整 ※ 室内外空気の温湿度の測定 ・ 室内気流及びじんあいの測定 ｂ．ライニング鋼管はパイプカッターによる切断を禁ずる。 ａ．新設・再使用区分、基礎の種別、打ち増し及び補修、防水層の補修 ・ 図示による

・ 防災設備 ・ 監視制御装置 ・ 危険物貯蔵装置 ※ 騒音の測定 ・ 飲料水の水質の測定 ｃ．配管施工の休止の際は管端部を適切に養生すること。

・ 火を使用する設備 ・ 避難経路上に設置する機器 ０２．ビニル管（2.3.10） 第７章　関連工事
第２章 配管工事 ａ．給水配管 ・ 水道事業者の指定する接合方法 ・ 接着接合 ・ ゴム輪接合 第１節　土工事

０６．省エネルギー基準 ｂ．排水配管 ・ 接着接合 ・ ゴム輪接合 ０１．一般事項（7.1.1）

ａ．本建物の省エネルギー基準は下記の通り。 第１節　配管材料 × ０３．架橋ポリエチレン管（2.3.12） ａ．下記以外は標準仕様書（建築工事編）3章「土工事」による。

配管材料は下記とし、規格は標準仕様書による。 ａ．接合方法 ・ 電気融着接合 ・ メカニカル接合 ｂ．地中埋設物は事前に調査する。

・ ０１．冷温水管 × ０４．ポリブデン管（2.3.13） ｃ．埋戻土・盛土 ※ 根切り土の中の良質土 ・ 山砂の類

・ ａ．屋内 ※ 配管用炭素鋼管（白管） ・ 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　（継手： ） ａ．接合方法 ・ 熱融着接合 ・ 電気融着接合 ・ メカニカル接合 ｄ．建設発生土の処理 ※ 構内敷きならし ・ 構内指定場所へ堆積 ・ 場外搬出　（ 　　　　　　　　　　）

・ ０２．冷却水管 ０５．溶接接合（2.3.16） 第２節　地業工事

・ ａ．屋内 ※ 配管用炭素鋼管（白管） ・ 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　（継手： ） ａ．溶接工 ０１．一般事項（7.2.1）

・ × ０３．蒸気管 1）自動溶接 ・ 監督職員が認めた者 ・ 特記　（ 　　　　　　　　　　） ａ．標準仕様書（建築工事編）4章「地業工事」による。

・ ａ．給気管 ・ 配管用炭素鋼管（黒管） ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒管）Sch40 2）半自動溶接 ・ JIS Z 3841「半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準」による資格者 第３節　コンクリート工事

・ 設計値に係る施工図・承諾図については、監理者の承諾を得ること。 ｂ．還管 ・ 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　（継手： ） ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒管）Sch40 3）手溶接 ・ JIS Z 3801「溶接技術検定における試験方法及び判定基準」による資格者または ０１．一般事項（7.3.1）

０４．油管 JIS Z 3821「ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準」による資格者 ａ．標準仕様書（建築工事編）5章「鉄筋工事」及び6章「コンクリート工事」による。

ａ．屋内 ※ 配管用炭素鋼管（黒管） ｂ．溶接部の検査 第４節　左官工事

０５．冷媒管 1）非破壊検査 ・ 適用 ・ 不要 ０１．一般事項（7.4.1）

ａ．一般 ※ 断熱材被覆銅管（製造者標準品） ・ 銅及び銅合金継目無管 2）検査の種類 ａ．標準仕様書（建築工事編）15章「左官工事」による。

ア）突合せ溶接 ・ 放射線透過検査(ＲＴ) ・ 浸透探傷検査 ・ 磁粉探傷検査(ＰＴ又はＭＴ) 第５節　鋼材工事

イ）すみ肉溶接 ・ 浸透探傷検査 ・ 磁粉探傷検査(ＰＴ又はＭＴ) ０１．溶接（7.5.3）

3）抜取率 ・ 5%（一般配管及び蒸気1.0MPa未満） ・ 10％（蒸気1.0Mpa以上） ａ．溶接工の技量

０６．異種管の接合（2.3.17） ・ 溶接技術検定における試験方法及び判定基準（JIS Z 3801）による資格者。

ａ．鋼管とステンレス鋼管 ・ 接続要領は標準図（異種管の接合要領）による ・ 特記（図示） ※ 監理者が同等以上の技量を有すると確認し承諾した者。

ｂ．銅管と鋼管 ・ 接続要領は標準図（異種管の接合要領）による ・ 特記（図示） ・ その他、監理者の承諾による。
履歴 完成図作成（施工者） 完成図承諾 法適合確認欄 法適合確認欄  製作日 代表設計者

舟橋　充男

業務名称 業務契約ｺｰﾄﾞ 図面番号 管理建築士

日付

○○○○○

日付

○○○○○

構造設計一級建築士

○○○○

設備設計一級建築士

松尾和彦

日付

○○○○○ 亀山市立医療センター改修工事 105203-02
１級建築士

管理技術者

○○○○○

監理者

○○○○○

証交付番号

第○○○○号

証交付番号

第1394号

 ﾌｧｲﾙ名

○○○○○

設計者

○○○○○

図面名称 縮尺
Ｍ特－ 1 登録第128269号

担当者

○○○○○

担当者

○○○○○

担当者

岡尾　憲一 機械設備工事特記仕様書-1
植野　　収

50 ％

50 ％

33.4 ℃

0.7 ℃

58.0 ％

54.3 ％

夏　　期

22 ℃

　

　

　

　

　

2012・3

室　　名

基　　準

一般室

ＮＣ

一般系統

26 ℃

冬　　期

　

本図（仕様書）に記載された事項は、構造関係

規定に適合する事を確認した。

本図（仕様書）に記載された事項は、設備関係

規定に適合する事を確認した。

用途１ 用途２

設計値

性能基準

仕様基準

基準値

給
湯

基準値

基準値

性能基準

仕様基準

性能基準

仕様基準

基準値 設計値空
調

換
気

設計値 基準値 設計値

設計値 基準値 設計値



第３編　空気調和設備工事 第２章 都市ガス設備及び液化石油ガス設備 「本章は本工事に適用せず」

第１章　機材
第１節　機材

第１節　機器 ０１．管及び継手(2.1.1)

０１．一般事項（7.1.1） ａ．材質 ・ ガス事業者の規定による

ａ．新設される機器、器具の仕様は標準仕様書の当該事項によるほか図示による。 ０２．液化石油ガス設備の管及び継手

第２節　ダクト及びダクト付属品 ａ．材質 ・ 配管用炭素鋼鋼管（白）：（一般　低圧） ・

第３節　制気口及びダンパー ・ ポリエチレン被覆鋼管（黒）：（土中　低圧） ・

０２．ガス漏れ警報機

第２章　施工 ａ．警報機の外部出力端子 ・ 図示による

第２節　施工

第１節　機器の撤去、据付け及び取付け(2.1.1～2.1.21) ０１．配管（2.2.3.1）

ａ．設計用震度 ※ 0章：工事概要　　05．耐震措置による ａ．地中埋設標 ・ 図示による

ｂ．コージェネレーション装置排ガス管･ダクトの断熱厚さ(2.1.9) ・ 図示による ０２．液化石油ガス設備の管の接合

ｃ．遠心送風機の基礎(2.1.15.1) ・ 標準基礎 ・ 機器表による ａ．溶接部の非破壊検査 ・ 適用する 　　検査の種類　（ 　　　　　　　　　　）　抜取率（　　　　　）

ｄ．遠心送風機の防振材及び振動絶縁効率(2.1.15.1) ・ 機器表による ・ 適用しない

ｅ．天井吊り機器の防振

1）送風機（呼び番号2未満） ・ 防振ハンガ ・ ゴム防振材 ・ 機器表による 第７編 昇降機設備工事
2）換気扇 ・ 防振ハンガ ※ ゴム防振材 ・ 機器表による 第１章 総則 「本章は本工事に適用せず」

3）全熱交換ユニット ・ 防振ハンガ ・ ゴム防振材 ・ 機器表による

4）パッケージ形空調機(電気又はガス) ※ 防振ハンガ ・ ゴム防振材 ・ 機器表による 第１節　総則

第２節　ダクト撤去、製作及び取付け(2.2.1～2.2.10) ０１．一般事項（1.1.1）

ａ．空調及び換気ダクト ※ 低圧ダクト ａ.　回生電力備蓄システム ・ 図示による

ｂ．長方形ダクト工法 ※ コーナーボルト工法 ・ アングルフランジ工法

ｃ．アングルフランジ工法 ・ 厨房用排気ダクト板圧は仕様書より一番手厚いものとする 第２章 一般油圧エレベーター 「本章は本工事に適用せず」

ｄ．コーナーボルト工法 ※ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法

ｆ．ダクトの吊り金具及び支持材には防振ゴムを取付ける｡ ・ 範囲　　（ 　　　　　　　　　　） 第１節　一般事項

ｅ．ダクトの吊り金具は全ネジの場合にはメッキ仕上げのこと｡ 第２節　機材及び施工

ｆ．ダクトの吊り金具及び支持材､多湿箇所はＳＵＳ製とする｡

　　（　範囲　： ・ 浴室 ・ 厨房内 ・ プール ・ 湯沸室 ・ 　　　　　　　　　　）

ｇ．サプライチャンバー､レタンチャンバー､外壁に面するチャンバー等､及び図示したチャンバー メーカーリスト
　　については点検口(４５０Ｗ×６００Ｈ程度)を設けること｡ ・ 本工事に使用する設備機材等は、下記のメーカーリストの中から選定すること。

ｈ．外壁に面するチャンバーは外壁に向かって底面に水勾配を取り､底部は防錆塗料を塗ること。 下記のリストに記載のない機材のメーカーを選定する場合、及び下記リスト以外のメーカーの機材を使用する場合は、

i．ボックス類は内貼を行わない場合、内面に黒のつや消し塗装を施すこと。 監理者の承諾を得ること。

j．空気調和機及びこれに類する機器の出入口のダクトには､温度計･風量測定口を設けること｡

k．風量測定口を送風機に近接した部分､外気取入ダクト及び図示したダンパーの部分(前又は後)の位置に設ける｡ 　機　　　　材　　　　名　　　　　　　　　製　　　　　　　　造　　　　　　　者　　　　　　　　名　　　　　　

　　（取付個数は共通仕様書(2.2.7.3)による） 冷温水発生器 川重冷熱工業・荏原冷熱・パナソニック

l．多湿箇所（厨房、湯沸室等）の排気ダクトに亜鉛鉄板を使用する場合は、内面は全面、外面はその室の天井内のみ 冷却塔 荏原冷熱・空研工業・三菱樹脂

　　防錆塗装を行うこと。 ポンプ類 荏原製作所・川本製作所・テラル

m．多湿箇所（厨房、湯沸室等）の排気ダクト ・ 水抜管を設ける 空冷ヒートポンプエアコン ダイキン工業・三菱電機・三菱重工

n．火気使用室排気ダクトには、耐火被覆（ＲＷ５０ｍｍ）を施すこと。 送風機 荏原製作所・三菱電機・テラル

　　（　範囲　： ・ 厨房排気 ・ 陶芸炉排気 ・ 　　　　　　　　　　） 衛生器具 ＴＯＴＯ・リクシル

o．既存ダクト内清掃及び工法、記録 ・ 図示による

ｐ．既存ダクトの状態の調査・記録の場所及び箇所数 ・ 図示による

ｑ．既存制気口・ダンパーの清掃 ・ 図示による

第３節　制気口・ダンパー(2.3.1～2.3.4)

ａ．防火ダンパー等の取付 ・ 角型は４点吊、丸型は２点吊とする ・ 特記　（ 　　　　　　　　　　）

第４編　自動制御設備工事
第１章　機材

第１節　総則(1.1.1)

ａ．自動制御設備のシステム構成、機能(1.1.1) ・ 図示による

第２節　自動制御機器(1.2.1～1.2.2)

ａ．使用機材 ・ 図示による

ｂ．盤の改造 ・ 図示による

第２章　施工

第１節　機器類・盤類の取付け(2.1.1～2.1.2)

第２節　配線(2.2.1)

第３節　試験調整等(2.3.1)

第４節　撤去(2.4.1)

第５編　給排水衛生設備工事
第１章　機材

第１節　機器・器具(1.1.1～1.1.2)

０１．一般事項（1.1.1）

ａ．新設される機器、器具の仕様は標準仕様書の当該事項によるほか図示による。

第２節　消火機器(1.2.1～1.1.2)

０１．一般事項（1.1.1）

ａ．新設される機器、器具の仕様は標準仕様書の当該事項によるほか図示による。

第２章　施工

第１節　衛生器具

０１．一般事項（2.1.1）

ａ．衛生器具ユニットの設計用震度 ・ 0章：工事概要　　05．耐震措置による

第２節　衛生器具

第３節　給排水衛生機器

０１．一般事項（2.2.1）

ａ．機器の設計用震度 ・ 0章：工事概要　　05．耐震措置による

０２．ポンプ（2.2.2）

ａ．ポンプ基礎 ・ 防振架台を有するポンプは防振基礎とする。

ｂ．振動絶縁効率 ・ 80%以上 ・ 機器表による

特記事項

０１．設計及び構造

ａ．給水装置 ・ 水道法施行令５条及び、省令の基準に適合すること。

ｂ．排水設備 ・ 下水道法施行令８条及び、条例の基準に適合すること。 

第６編　ガス設備工事
第１章　一般事項 「本章は本工事に適用せず」

第１節　総則

０１．一般事項（1.1.1）

ａ．都市ガス設備 ・ ガス事業法、同施行令、同施行規則、「ガス工作物の技術上の基準を定める省令」

（Ｈ12年通産省令第１１１号）、同告示及びガス事業者の規定する供給約款等に

定めるところによる。

ｂ．液化石油ガス設備 ・ 高圧ガス保安法、同施行令、同液化石油ガス保安規則及び同規則関係基準、

同容器保安規則及び同規則関係基準並びに液化石油ガスの保安の確保及び

取引の適正化に関する法律、同施行令、同施行規則及び同規則の例示基準及び

ＬＰガス設備設置基準及び取扱容量に定めるところによる。

履歴 完成図作成（施工者） 完成図承諾 法適合確認欄 法適合確認欄  製作日

2012・3

代表設計者

舟橋　充男

業務名称 業務契約ｺｰﾄﾞ 図面番号 管理建築士

日付

○○○○○

日付

○○○○○

構造設計一級建築士

○○○○

設備設計一級建築士

松尾和彦

日付

○○○○○ 亀山市立医療センター改修工事 105203-02
１級建築士

管理技術者

○○○○○

監理者

○○○○○

証交付番号

第○○○○号

証交付番号

第1394号

 ﾌｧｲﾙ名

○○○○○

設計者

○○○○○

図面名称 縮尺
Ｍ特－ 2 登録第128269号

担当者

○○○○○

担当者

○○○○○

担当者

岡尾　憲一 機械設備工事特記仕様書-2
植野　　収本図（仕様書）に記載された事項は、構造関係

規定に適合する事を確認した。

本図（仕様書）に記載された事項は、設備関係

規定に適合する事を確認した。






























































































































































